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大阪地方裁判所において、アスペルガー症候群と精神鑑定された被告の殺人事件で、検察官の求刑

を超える懲役 20 年の判決が言い渡されました。この判決文を読むと、被告人は十分な反省をしてお

らず、アスペルガー症候群に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、その見込みもないという状

況のもとでは再犯のおそれが強く心配されるので、許される限り長期間刑務所に収容することで内省

を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持に資するとして、有期懲役刑の上限である

懲役 20 年に至ったとされています。この判決は、アスペルガー症候群をはじめとする発達障害者に

対する差別及び、刑罰という点で大きな問題を抱えており、到底許されるものではありません。当事

者、家族、支援団体などからなる日本発達障害ネットワークは、今回の件に関し、発達障害者の特性

が十分に理解され、司法の場において適切な対応がなされるよう、下記の点について提案いたします 

 

Ⅰ 適正な判決が行われるための対応 

１．捜査段階における心理・福祉等の専門家等による立会い 

 発達障害の特性に配慮した適切な方法による情報の提供等が確保されて、はじめて黙秘権や弁護人

選任権の告知が機能すると考えます。そのためには、本人の思考・行動様式を十分に理解できる関係

者が立会い、情報提供することは取り調べの適正さを確保するためにも是非とも必要です。また、本

人の供述の内容を正確に伝えるためにも、本人の思考・行動様式を十分に理解できる関係者が立会い、

その真意を伝えることは有効です。 

この専門家は通常の刑事被疑者の持つ黙秘権など「刑事手続き上の権利」について適切な知識・認

識を保持していることが前提ですが、この前提が存在するならば、心理・福祉関係者に限定せず、教

育・医療関係者等支援者であっても差し支えないものと考えます。また、この専門家については、本

人との接見に望む場合、通常の弁護人の接見と同様の条件が認められる必要があるものと考えます。 

 発達障害者の捜査段階における情報提供及びコミュニケーション確保の保障の観点から専門家およ

び関係者の立会いの仕組みを作っていただきたいと思います。 

 

２．取り調べの可視化の必要性 

 取り調べの実際のやり取りが残されていることは、発達障害者の論理が分かりやすく、事件の本質

が理解されやすいものと思われます。そのためには、事件の内容について捜査官と本人とのやりとり

のすべての場面が録画される必要があると考えます。特に取り調べ初期のやり取りの可視化が重要で

す。それは、取り調べが進んでからのやり取りでは、本人の語る内容が修飾されてしまっている可能

性が高く、事件の本質が理解できなくなっている可能性があるからです。 

捜査段階における適正な手続きを担保する観点から、取り調べの全行程が適切に録画され、その記

録の下に公正な対応がなされるべきであると考えます。 

 

３． 公判段階における適正な手続きの確保 

 公判段階において、適正な手続きの確保がなされないままに自白がなされた場合には、証拠として



採用されない仕組みが必要であると考えます。 

 また、発達障害者が被告人や証人として、質問や尋問を受ける場合には、発達障害の特性に対応し

た適切な情報提供やそのために必要な専門家等の支援が受けられるような仕組みを創設していただき

たい。 

 

４．司法・警察関係者の発達障害への理解の促進 

 司法関係者（裁判官、検察官、弁護士、裁判員等）及び警察関係者などの発達障害についての無知・

無理解によるさまざまな問題が指摘されています。これらを改善するために、発達障害の特性、障害

に配慮したコミュニケーション方法、関係の構築や支援の基本などについての理解等を促進する研修

の一層の充実を図る必要があると考えます。 

 

Ⅱ 事件を起こした被告への対応 

１． 受刑中の発達障害者の特性に応じた処遇プログラムの提供 

独特の考え方や行動様式を持つアスペルガー症候群の受刑者には、長期間の特性に合ったコミュニケ

ーション方法や心理的アプローチの支援が必要です。発達障害者は相手の感情や周囲の空気を読み取る

のが苦手で、自ら深く反省する気持ちがあってもそれを表現することがうまくできないことがあります。

その障害特性に合った、内省へのアプローチや処遇プログラムが刑務所や少年院、児童自立支援施設等

で提供されることが必要です。また、精神医学的治療が必要であれば適切な医療面での配慮も必要であ

ると考えます。 

 

２．専門的な医療施設の設置 

 英国ではブロードモア病院など高度治療施設、中等度治療施設などが用意されています。殺人など

重大な罪を犯した発達障害児者については、処罰よりも専門性ある心理カウンセリングなどを集中的

に行える、医療観察法病棟をイメージした専門施設での一定期間の対応が必要と考えます。一定期間

を経過した者、あるいは重大とは言えない罪を犯した者については、専門性を有した福祉施設での対

応により、社会復帰を促進していただきたいと考えます。そのために、国立施設としてすでに罪を犯

した発達障害者の支援を行っている国立コロニーのぞみの園、あるいは国立障害者リハビリテーショ

ンセンター及び国立精神・神経センター等の機能の一層の活用を是非検討していただきたい。 

 

３．社会復帰を想定した支援体制の構築 

発達障害者については、矯正施設在所中に社会復帰に向けた社会生活能力の向上に向けた支援や出

所後の生活を想定した関係者の連携によるマネジメントが不可欠です。また、退所者には矯正施設や

保護観察所や更生保護施設の司法分野と福祉分野が“地域生活定着支援センター”等を活用しながら

支援する形が整いつつあります。このような社会復帰を想定した支援体制がどの地域においても構築

できるよう、罪を犯した発達障害者を受け入れる地域生活定着支援センター及び発達障害者支援セン

ター、グループホームや福祉施設等の充実をお願いします。 

 

 

 

以上 


